
船舶事故等調査報告書 

平成２６年３月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３神第１５９号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２５年１０月８日（火） １３時０５分ごろ 

発生場所 和歌山県由良
ゆ ら

町衣奈
え な

漁港北東部 

 由良町所在の衣奈港Ａ防波堤灯台から真方位０７０°５２０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５９.５′ 東経１３５°０６.８′） 

事故等調査の経過  平成２５年１０月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 寿
ことぶき

丸、２.１３トン 

 ２５２－２６３８７和歌山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底部に破口、機関に濡損 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、平成２５年１０月８日１３時００

分ごろ衣奈漁港を出発し、和歌山県湯浅広
ひろ

港の係留場所へ向けて航行

中、船長が、機関を微速にかけ、手動操舵で東防波堤及び西防波堤の

間を通過して操舵ハンドルを中央とした後、前部甲板の生け簀
す

の栓を

閉めるため、操縦席を離れて生け簀の左舷側に行き、右舷側を向き、

しゃがんで生け簀の底の栓を閉めていたところ、１３時０５分ごろ衝

撃を受けて本船が停止した。 

 船長は、周囲を見たところ、海面下に岩が見え、乗り揚げたことに

気付いて離礁しようと思ったものの、メインスイッチが焼けて主機を

始動することができずにいたが、本船の後に衣奈漁港を出発したプレ

ジャーボート（以下「本件救助船」という。）に発見された。 

 本件救助船の船長は、１３時２０分ごろ知人に海上保安庁への通報

を依頼し、本件救助船のロープを使用して本船を離礁させ、中防波堤

までえい
．．

航して海上保安官の到着を待った。 

 本船は、和歌山県広川町唐尾
か ら お

漁港にえい
．．

航されて船底部の修理が行

われた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮高 約８８cm（和歌山県

由良） 

 その他の事項  本船の喫水は、船首約０.１５ｍ、船尾約１.６０ｍであった。 

 本船には、自動操舵装置はなかった。 

 船長は、救命胴衣を着用していた。 



 船長は、携帯電話を所有していなかった。 

 船長は、本船が、衣奈漁港北西方の弁天岩
べんてんいわ

南方の干出浜（岩）に乗

り揚げたものと思っていた。 

 船長は、強風の日を除いてほぼ毎日釣りに行き、漁獲物を衣奈漁港

に揚げていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

不明 

なし 

 本船は、衣奈漁港を手動操舵で航行中、船長が、東防波堤及び西防

波堤の間を通過して操舵ハンドルを中央とした後、操縦席を離れ、前

部甲板の生け簀の栓を閉めており、見張りを行っていなかったことか

ら、同漁港北東部の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、衣奈漁港を手動操舵で航行中、船長が、東防波

堤及び西防波堤の間を通過して操舵ハンドルを中央とした後、操縦席

を離れ、前部甲板の生け簀の栓を閉めており、見張りを行っていなか

ったため、同漁港北東部の浅所に乗り揚げたことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・進路目標を正しく定めて向首していることを確認し、手動操舵で

航行中は、操縦場所を離れないこと。 

 ・携帯電話を所持するなどし、他船や陸上との連絡手段を確保して

おくこと。 

 

 

 


